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東北タイにおける共同耕作の形成原理

重 富 真 一*

TheMechanism ofFormingJointFarminginNortheastThailand

Shin'ichiSHIGETOMI*

ManyresearchersonruralNortheastThailandhavefoundakindofjointfarmingwhichis
mostlyformedbyhouseholdsofparentsandchildren.Thisisconsideredasacooperative
actionofclosekininordertomaintaintheirproductivity.However,nostudyhasbeen
madeofwhytheyadoptsuchaform ofcooperationwitheachother. Theauthor
investigatedeverycaseofjointfarminglnaVillagein1989andcategorizedthereasonsfor
jointfarming.Aninterviewsurveyofelderlyvillagerswasalsocarriedouttolearnthe
characteristicsofjointfarmingintheolddays.Theauthorhasfoundthatmostcasesof
cooperationareformedtocopewitheconomicconditionsbothinsideandoutsideofthe
farmhouseholds.Asaresult,thereasonsforjointfarmingareaffectedbythechanging
economicsituation,especiallythemigrationoftheyounglaborforceandtheshortageof
farmland.Theneweconomicconditionshavealsoaffectedthemotivationofcooperation
betweenparentsandchildren.Manycasesareformedinwhichparentsutilizetheirland
ownershiptoforcetheirchildrentoofferhelpwithlabor.Thecooperationisnowformed
asaneconomiccontractbetweenindividualeconomicunitsratherthanasacommunal
unityofclosekin.

は じ め に

タイの農業生産は,ごく一部の工芸作物を除くと,そのほとんどが家族農業経営体によって

担われている｡ まず経営管理の意思決定と基幹労働力の供給は,家族農業従事者に依存 してお

り,恒常的賃労働者を使用する経営体は,全国平均で4%はどしかない [Thailand 1989]｡ま

た土地に関 して見ると,本稿が対象とする東北タイでは農地賃貸借がほとんど展開 しておら

ず,借地面積は農地の2.3% を占めるにすぎない [ibid.]｡このように統計による限り,個々の

世帯がその所有する農地に家族労働力を投入 して農業生産をおこなう生産体制が,東北タイで

は一般的なように見える｡

しかし実際には,複数の親族世帯によって土地と基幹労働力が内給されている経営体が存在

する｡ これまでの研究は,この親族世帯間協同が東北タイ農家の再生産システムの中で,古 く
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から存在 してきたことを示唆 している [Lefferts1974:210-212;武邑 1990:236-257]｡

上述の親族世帯間協同を生み出すシステムを,東北 タイにおいていち早 く兄いだしたのは,

水野浩一であった [水野 1981]｡すなわち水野の調査村では,子供が結婚 し独立 した世帯を構

えても,すぐさま農地相続を受けるのではなく,親との共同耕作がおこなわれるか,あるいは

親から無地代で農地を委託されるという関係が続 く｡1)こうして親が農地の所有権を分割する

までは,親と子の世帯が経営の内給生産要素を提供 し合う関係におかれる｡ この結合関係は,

多 くの場合親の死亡を契機として,農地所有権が子供世帯に相続されることで解消される [同

上書 :88-101]｡水野は,上述のような関係にある世帯群が同一の屋敷地内に立地することが多

いことから,これを ｢屋敷地共住集団｣と名づけた｡ しかし,あくまでも世帯の結合契機は,

農業生産の協同関係にあるとされ [同上書 :109],またこのような集団が家族周期に応 じて形

成 ･変化 ･消滅を繰 り返すものと理解された｡

この ｢屋敷地共住集団｣概念は,その後,家族論として,あるいは集団内での経済関係をめ

ぐって,新たな研究を生む契機となった｡前者においては,｢屋敷地共住集団｣を構成する人々

の結合関係を,どう理解するかという点に議論の中心がおかれた｡ひとつには,人々の二者関

係を重視 し,集団ではなく二者関係の累積体として家族を理解 しようという立場があった｡2)

この立場は,親族の結合契機を農業生産に関するものに限定せず,生活面 も含めた多様な協同

関係の中に求める｡一方には,あくまで農地や宅地の共有関係を結合契機として重視する立場

があった｡3) すなわち土地の共有意識が, 世帯を分けた人々を一つの家族として協同せしめる

ものと理解された｡また集団内の経済関係に関 しては,親族関係が農地をめぐる経済関係をど

う規定 しているのか, という点で議論がなされた｡4) そこでは,地代の形態や水準を指標にし

て,親族世帯間の相互扶助関係が明らかにされている｡

このような見方の違いにもかかわらず,これまでの研究は ｢屋敷地共住集団｣を,家族周期

に対応 して現れる親族世帯の協同的結合,と見る点で一致 している｡ところが,なぜ家族周期

1) 水野は ｢共同耕作｣ あるいは ｢共同経営｣ という用語を,本稿で用いるところの経営受委託を含

むものとして用いている [水野 1981:121]｡ ここではこの二者を区別 して論 じるために, ｢共同

耕作｣ は親族世帯が共同で経営するもの (現地では ｢-ットナムカン｣ と呼ばれる) に限定 して

用いる｡

2) 例えば口羽 ･前田 [1980:204]では,二者関係累積体 [坪内 ･前田 1977:4]としての家族圏か

らタイ社会を分析する有効性がうたわれ,武邑 [1989:259]は ｢屋敷地共住集団｣を ｢世帯の経

済生活上の困窮にかかわって現れる近親間互助の一形態｣としている｡

3) 竹内 [1985:189]は,財産 (特に土地)共有の観念が合同家族を再生産 しているとする｡また北

原 [1985:7]は屋敷地と耕地の親子間での未分割が複合家族たる屋敷地共住集団を維持 してい

るとする｡

4) 屋敷地共住集団内での土地所有利用関係について宮崎と田坂の論争があるが [宮崎 1984;1987;

田坂 1986],家族財産についての共有観念が親子 ･キョウダイ間にあるために,農地利用につい

て相互扶助的な関係が成立 している点では一致 している｡
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のある段階で,共同耕作や経営受委託という特定の形をとって親と子の世帯が協同しなくては

ならないのか,について考察が及ぶことはほとんどなかった｡

武邑が指摘するように,水野自身は ｢屋敷地共住集団｣を ｢親が子の経済的自立を援助する

形の共同｣として理解 していたようである [武邑 1990:316]｡このように共同の機能的意味を

理解すれば,それが子供世帯の世帯分け直後の家族周期に形成されるとみるのは,当然のよう

に思われる｡例えば武邑は,共同耕作者の続柄と家族周期上の位置に加えて,共同の内容から

も共同耕作を類型分けしたが,そこでも子供世帯が世帯分けして間もない家族周期の段階でお

こるタイプを,｢親世帯から別居独立 した子世帯の経済的自立を援助するため｣のものと理解 し

ている [同上書 :332]｡5) しかしそこで示された事例を見ると,共同耕作理由が明確に述べられ

ている8ケースのうち, 5ケースまでがむしろ子供の世帯が労働力の点で親世帯を援助 してい

た [同上書 :319-325]｡つまり子供の世帯分け後という家族周期の段階においても,必ずしも親

から子-の援助という形にはならないことを,武邑の研究は示唆 している｡

このように東北タイの農家が ｢屋敷地共住集団｣という形で協同する理由は,家族周期にお

ける特色からのみ説明できるものではない｡｢屋敷地共住集団｣が農家の経営対応の一つである

以上,そのような対応をもたらす要因は経済的なものにも求められねばなるまい｡ここで経済

的な要因とは,直接的には個々の農業経営体の内的条件 (経営経済的条件)と経営体をとりま

く社会経済的条件である｡本稿では,なぜ東北タイの人々が親族世帯間で経営要素を結合する

形で協同するのかを,もっぱらその経済的要因に注目して考察するものである｡そして経済的

要因は歴史的に規定されるから,｢屋敷地共住集団｣という協同の形態や形成原理にも,歴史性

が現われるであろう｡本稿では,東北タイ農村の伝統的協同組織である ｢屋敷地共住集団｣に

ち,現代の経済的条件が反映し,その性格に変化がおきていることを,示 したい｡

すでに見たように ｢屋敷地共住集団｣には,共同耕作と経営受委託の形があった｡本稿では

前者の共同耕作に限定 して分析する｡なおここで共同耕作とは,｢独立 した家計を営む親族の世

帯が,.耕種部門の経営について共同の意思決定をおこない,耕作の成果について共同でリスク

を負う経営形態｣と定義する｡6)

以下では,まず筆者の調査村において,共同耕作がどのような規模で,またどのような形態

で発生 しているのかを概観する (Ⅰ)｡次に,1989年時点で存在 した共同耕作の事例について,

それがいかなる理由から形成されたのかを検討する (Ⅱ)｡そこで明らかにされるのは,農家が

5) このタイプは水野の把握した形態に一致する [武邑 1990:332]｡なお,武邑の調査では,このタ
イプが17ケース紹介されているが,そのうち共同耕作をする理由が明瞭でないものが9ケース
あった｡

6) これに対して,経営受委託とは農地の経営権が一方 (もっぱら子供)の世帯に委譲されているも
のを指す｡
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自己をとりまく経済環境への合理的経営対応として共同耕作という手段を選択 しているという

ことである｡したがって共同耕作の形成原理には,1989年時点の農村経済の状況が反映 してい

る｡それを確認するために,Ⅱでは同じ調査村において,かっての共同耕作がどのような条件

で形成されていたのかを検討する｡そして最後に (Ⅳ),過去 30年余の経済開発が,共同耕作

の形成条件や協同参加者の結合契機にどのような変化をもたらしたのかを考えたい｡

Ⅰ 農家の家族サイクルと共同耕作

調査村の トン村 (BanThon)は,東北タイの中心的都市コンケン市から,国道 2号線を約 16

キロ北上 し, さらに東へ 2キロはど入 ったところにある｡7) 行政的にはコンケン県ムアン郡ノ

ントン区 (TambonNonthon,AmphoeMuang,ChangwatKhonKaen)に属する行政村であ

る｡1989年 3月時点の総戸数は318戸であり,かなり人口の大きな村といえよう｡コンケン市

から20キロに満たない距離にあるとはいえ,当時は市内での就業機会は限 られていたから,そ

こで働 くものは少数であった｡村の周囲で得 られる就業機会は,もっぱら農業及び非農業の日

雇い労働である｡したがって安定的な賃労働機会を求めて,主に 10-20歳代の青年は首都バ ン

コクに出稼 ぎすることが多 く,また男子の場合には30歳代になっても国外を含めて出稼ぎす

るケースがある｡トン村の農地は,天水田 (全耕地の32.7%),濯概田 (24.8%),畑地 (39.0%),

菜囲地 (2.5%),養魚池 (1.0%)に区分される｡ 港概は1969年から可能になり,現在港瀧田で

は雨期に稲,乾期には主に大豆が作付けられる｡

1989年 3月におこなった全戸調査によると,総戸数 318戸のうち,自家の所有する農地と労

働力のみで農業経営を営む農家は,52戸に過ぎない｡逆に227戸は,直系親族ないしキョウダ

イ (以下 ｢近親世帯｣と呼ぶ)の間で何 らかの形の農地所有利用関係を結んでいた｡このうち

共同耕作だけをとりあげると,77戸がこれに関わっている｡8)っまりトン村では,世帯の約 7

割が近親世帯間で農地利用の協同関係を結び,また 4分の 1が共同耕作をしていることにな

る｡ このように共同耕作は, トン村の農家の少なからぬ農家が採用する経営形態であるといえ

よう｡

先述のように,共同耕作や経営受委託は,農地の権利が親から子供に委譲される過程で生 じ

る｡ この過程は,実際には地片ごとになされるから,子供世帯の経営農地の中に,共同耕作地,

経営受託地,所有地のいずれか二つ以上が同時に存在する場合がある｡ そこで,子供の世帯が

7) トン村の状況について詳 しくは,重富 [1995]を参照のこと｡

8) 実際の戸数は80戸であるが, そのうち3戸は親の屋敷地に世帯を構えた娘が,離婚 して食事もほ

とんど親の世帯と一緒にしている｡ したがってこれは親の世帯から家計が分離 していないものと

みて,共同耕作としなかった｡
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表 1 トン村世帯の直系親族世帯間農地所有利用関係の類型と世帯数

類 型 類型分けの基準1) 世帯主の年齢による世帯数分布 合 計
共同耕作 経営受託 所有地 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代以上

Ⅰ ○ × × 5 10 1 0 0 16
Ⅱ ○ ○ × 5 7 4 2 0 18
Ⅱ 〇 〇 〇 1 3 2 0 0 6
Ⅳ ○ × ○ 0 0 2 0 3 5
Ⅴ × ○ × 5 19 12 3 2 41
Ⅵ × ○ ○ 1 15 11 7 7 41
Ⅶ × × ○ 2 20 33 47 66 168
Ⅷ × × × 2 6 4 5 3 20

注 1)○×はその農地所有利用関係の有無を示す｡例えば類型 Iは,共同耕作はあるが,親

から農地の委託 も,所有権 も受けていないタイプ｡

2)家屋は分けたが家計が同一 と思われる3ケースを除いた｡

農地の利用権,所有権を獲得 していく程度に準 じて,農地の所有利用関係を細分類 し,世帯主

の年齢分布を見たのが表 1である (但 し祖父母と孫の間で農地所有利用関係をもつケースを含

む)0

この裏によると,親の農地での共同耕作のみをおこなう世帯に比べ,一部に委託を受け,更

に所有権を持つ世帯の方が,世帯主の年齢分布が高いことがわかる｡例えば共同耕作地 しかな

い子供の世帯 (類型 Ⅰ)16戸のうち,15戸までが30歳代未満であるのに対 し,経営受託地の

みを有 している世帯 (類型Ⅴ)では,41戸のうち40歳代以上が 17戸あった｡更に所有地のみ

の世帯 (類型Ⅶ)では,50-60歳代以上が3分の2を占める｡また共同耕作地のある類型 (類

型 ⅠからⅣまで)を他の類型と比較すると,世帯主の年齢が相対的に若い｡このように,家族

周期にしたがって次第に共同耕作から経営受託へ,更に自作へ,というこれまでの理解は,こ

の村でも基本的にあてはまる｡

しかし同時に,同じく30歳代でありながら,共同耕作のみの世帯 もあれば,農業経営をすべ

て委託されているもの,あるいは所有権もすべて有しているものもある｡あるいは,共同耕作

をする世帯の中には,世帯主が40歳代以上になっているものが 14もある｡ このようにしてみ

ると,単に家族周期や親の子に対する援助というだけでは説明できないケースが,存在 してい

るように思われる｡ そこで次章では,共同耕作がいかなる理由から形成されたのかを,事例ご

とに検討 したい｡

Ⅱ 共同耕作の形成理由

前章の表 1に示 したように, トン村において直系親族の所有地で共同耕作をする世帯は45

戸あった｡そのうち複数の子供世帯が同じ農地で共同している場合と,親子各々の世帯が所有
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地を提供 しあっている場合に生 じる重複を除き,9) キョウダイ間の共同耕作事例を加えると,

トン村での近親世帯間の共同耕作は合計 36ケースになる｡共同耕作の当事者による説明にし

たがって,形成理由を分類すると以下の通 りであった ([ ]内はケース数)0

A :親の世帯 に家族労働力の不足が生 じた [16]｡B:子供の世帯に労働力不足が生 じた

[3]｡ C:農地相続が保留状況にあり, 分割できない [4]｡ D:農地の不足で分割できない

[1]｡E:農地の購入にともない,子供にも支払いを共同負担させるため [2]｡F:収入面で近

親の世帯を扶助するため [4]｡G:世帯分けした子供世帯にまだ経営能力がない [5]｡H:理

由不明 [l]｡紙幅が限 られているため,各ケースについての必要最小限の情報は末尾の付表に

まとめ,以下ではそれぞれの類型の典型的なケースについて解説をおこなう｡

A.親の世帯に家族労働力の不足が発生 しているケース

親の世帯で労働力の不足がおきるような事態を引き起 こした原因の主なものは,次の三つで

ある｡ 一つは子供の労働力が農外に (そしてしばしば村外に)流出する傾向が強まったこと｡

二つは,結婚 ･同居 した子供夫婦が,他のキョウダイの結婚 ･同居を待たずに世帯分けしてし

まう傾向が出てきたこと｡ そして三つ目は,同居 している子供 (特に労働力として期待される

青年男子)に,農業労働に対する忌避感が起きていること,である｡

まず主に第 1の理由から共同耕作が形成された典型例として,A-1(付表中のケース番号)

があげられる｡ 世帯番号 No.10には 10人の子供があり,そのうち7人が娘であった｡ ところ

が第 1女と第 2女は結婚前にバンコクへ出て,家庭 もバンコクに持った｡第 3女は村で結婚 し,

1年の同居後,村内に世帯分けした (No.119/1)｡第 4女は他村の夫方の父母と同居 し,第 5女

はこれもまたバンコク-出たきりである｡第 6女は結婚後同居せずコンケン市に住む｡第 7女

はトン村に居住するが,夫方の両親と同居 した｡男子のうち2人は トン村内に住んでいるが,

いずれも妻方の親と同居 した｡こうして No.10の場合,7人の娘のうち4人までが都市部に流

出したため,世帯内に娘 とその夫の労働力を継続的に確保できなかった｡そこで村内に世帯分

けした娘 と耕作を共同でおこなっている｡ただし, この娘の夫 も政府機関に雇われており,農

業労働力に不足があるため, トン村に住む息子の世帯 1戸が共同耕作に加わっている｡

第 2の理由の典型例は,次の A-2であろう｡No.132には3人の娘がいたが,長女は20歳で

結婚すると1年で世帯分けしてしまった｡そのため親の世帯には親と未婚の娘 2人が残るのみ

となり,労働力不足となったのである｡ もちろん,親は屋敷地を与えないことで,子供の性急

な世帯分けをある程度抑えることができるが,この例の場合,娘夫婦は夫の親の屋敷地内に自

分たちの住居を建ててしまった｡

9) これは付表のA-13のケースである｡
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次章で詳 しくみるように,かつて調査村では,親と同居する子供夫婦は,別の子供が結婚 ･

同居するまで同居を続けるべきである,という規範意識があった｡A-2のようなケースは,こ

の規範が崩れてきていることを示 している｡

第 3の理由から労働力不足が起きた例としては,次のA-3のケースがあげられる｡No.116

は55ライ (1ライは0.16ha)の農地を所有する大規模農家であるが, 9人の子供のうち長女

が結婚 して世帯分けした時点では,長男,次男が農業労働をおこなっていたため,長女は世帯

分けと同時に農地の分与を受け,共同耕作をおこなう必要はなかった｡ところが,長男が他出

し,次に次男が結婚 して村内に家を構えると,残った6人の未婚の子供たち (うち 15歳以上の

男子 3人)の中に農業に意欲のある者がなく,親の世帯は労働力不足に陥ったのであった｡そ

こで次男の世帯には農地を分けず,共同耕作をおこなっている｡

複数の要因が重なって,親の世帯での労働力不足をもたらしているケースもある｡例えば事

例 A-4の場合,No.160には9人の子供がいたが, そのうち第 1女は結婚後 3-4年間親と同

居 し,第 2女の結婚を機会に世帯分けした｡第 2女 も第 3女の結婚を機に,第 3女 も第 4女

(No.264)の結婚で世帯分けしている｡ これら3人の娘は,いずれも世帯分けと同時に親から

農地の分与を受け,共同耕作を経験 していない｡ところが第 4女が結婚後 4年間親と同居 して

から自分の世帯をつ くったときには,第 5女はバンコクで働いていた｡1989年の調査時点で

は, No.160の世帯にはまだ2人の息子がいたが, そのうち 1人は近在の工場に勤務 していた

し,農業労働力としてたよれるのは30歳の息子のみであった (しかし息子は婚出することを予

想しなくてはならない｡実際 2人の息子はまもなく結婚 ･他出した)｡そのため親は第 4女には

農地を分与せず,共同耕作を開始 したのである｡つまり,この親の世帯では,子供の労働力が

農外に流出し,かっ同居 していた子供が妹の同居を待たずに世帯分けする,という状況が発生

したために労働力不足がおこり,共同耕作という対応をとらざるを得なかったのである｡

また事例 A-5のNo.86には4人の子供がいたが,長女が同居 1年で村内に世帯分けした

時,未婚の第 2子 (娘)はバンコクへ行き,第 3子 (息子)がその後婚出した｡後に残ってい

る末息子は農業に興味を示さず,村内の精米所で働いている｡こうしてこの世帯では,結婚 し

た娘の早い世帯分け,次の娘の村外流出,更に同居する息子の農業労働忌避という要因が重な

り,労働力不足に陥った｡そこで世帯分けした長女の世帯と,共同耕作をおこなっている｡

このように,A型の共同耕作は,労働力不足に直面 した親世帯が,村内に世帯分けした子供

から労働力を引き出す手段として用いられている｡そのような意識が明瞭に語 られた事例とし

て,次のA-6を見よう｡

No.25には9人の子供がいたが,存命中の6人のうち3人は他出, 2人は村内に世帯を持

ち,残り1人は結婚 したばかりで親と同居 している｡また死亡 した子供の息子 (13歳)が同居

している｡66歳の父親 (目が不自由なため農作業はできない)は,まだ子供に分与 していない
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27ライの天水田を,在村の子供 2世帯と共同で耕作 しているが,もしこの農地を分与 してしま

うと,子供たちが自分の面倒を見なくなると恐れていた｡この共同耕作は, もし先に結婚 した

子供の 1人が父親と同居を続けていればおきなかったであろう｡父親は子供の扶養行為を引き

出すための誘因として,最後の未分与耕地を利用 している (付表の事例 A-12でも同様の判断

が働いているように思われる)｡

これら以外にも,たまたま同居 していた娘の夫が死亡あるいは離婚 したという事情から労働

力不足が発生 した例 も見られる (Aの 13から16)｡ しかし, 親の世帯での労働力不足の原因

は,社会経済的条件の変化によってもたらされた農家労働力の農外,村外への流出や,若い世

代の意識変化 (早期世帯分け志向や農業労働忌避)といったところに求められる場合の方が,

圧倒的に多いのである (Aの 1から12)0

B.子供の世帯での労働力不足

一方,子供の世帯の労働力不足はどのような原因によって引き起 こされているのであろう

か｡これは3ケースしか存在 しなかったが,うち2ケース (B-1,B-2)は夫がコンケン市や

他の県で働いており,もう1ケース (B-3)は子供の世帯が雑貨店を経営 していて,農業労働

力に不足が生 じたというものであった｡ここでも農外就業が労働力不足発生の基本要因となっ

ている｡

C.農地の分割相続が保留状況にある

上述のAおよびBのタイプの共同耕作は,主に家族労働力の面での変化からもたらされた

ものであった｡ しかし, トン村をとりまく環境変化は,土地の面でも共同耕作の新たな形成要

因を持ち込むことになった｡すなわち,共同耕作をおこなう農家世帯の中に,農地の希少化が

契機 となって共同耕作をおこなっている事例が見 られた｡その一つの現れが,農地分与とそれ

に続 くであろう相続をめぐる近親間の利害対立ゆえに,分割を保留 し共同耕作をおこなってい

るというものである｡その典型例として事例 C-1をとりあげる｡

No.52の Sim とSaa夫婦には10人の子供があるが,農地は娘 (6人)にのみ相続するつも

りでいる｡このうち トン村在住の長女にはすでに農地を分与 してあり,残 り21ライの天水田が

1989年 3月時点では, トン村に住む娘 2人の世帯 (No.75,234)と共同で耕作されていた｡残

り3人のうち 1人は結婚 して親と同居中｡ もう1人はトン村内に住むが何故かこの共同耕作に

加わっていない｡残 りの 1人はバンコクに出たきりで,音信不通であった｡ もしこの農地を,

まだ農地を分与されていない娘に均等に分けることになれば,現在共同耕作に参加 している娘

世帯の取 り分は当然減ることになる｡例えばこの共同耕作において恐 らく最 も多 くの労働力を

投入 しているNo.75は,現在収穫の4割弱を得ているが,それが4分割されると25% に取 り
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分が減ってしまう｡ しかも親は,バンコクに出た娘にも分与をあたえなくてほならないと考え

ていた (おそらく戻ってきて相続を主張 した場合の トラブルを回避するためであろう)｡そうな

ると5分割されることもありうる｡そのため農地の分与をめぐってキョウダイ間で思惑の違い

が生 じていた｡それを感 じていた老夫婦は,農地分与方法の決定を引き延ばし,共同耕作のま

まにおいたのだった｡ しかし夫婦は筆者の調査後まもなく,ついに決断を下 した｡10) それはこ

の土地を5分割 し,No.75にはバンコクへ行 っている娘の分 も耕作させるというものであっ

た｡こうしてNo.75は以前とはぼ同量の取り分を確保できたのである｡

農地を分割 したことでNo.52の共同耕作は終了 したのであるが,この共同耕作が続けられ

ていたのは労働力の問題というよりも,希少資源となった農地の分与上の困難が原因であっ

た｡このような問題があるときに,農地を共同耕作の下において,特定の子供に占有意識が生

じないようにするということは,次の事例 (C-2)にも兄いだせる｡

No.137のSiiは同居 していた長女と24ライの天水田を耕作 していたのだが, この長女が死

亡 し孫娘にあたるNangmai夫婦が耕作を続けていた｡しかしこのNangmai夫婦も死亡して,

Siiと同居するのは8歳のひ孫と目の不自由な第 4女 Kongのみであった｡したがって24ライ

の耕作に必要な家族労働力が不足 しているわけであるが, この土地を管理するためにSiiはト

ン村在住の子供世帯 (No.71/1,139,196)とKongの娘世帯 (No.314)の4世帯に共同耕作

をさせている｡Siiによれば24ライはひ孫 とKong,そ して南 タイに居住 している第 5女

Khammiの3人に分け与えられるべきものである｡つまり耕作者と相続予定者が全 く一致 し

ていない｡Siiはこの24ライの分割についてもめごとが起きるのをおそれて,共同耕作という

形で農地を管理 しているという｡

同様の状況は残りの2ケースにも兄いだすことができる｡No.91の場合 (事例 C-3)は,棉

続の対象外と思われていた息子が突然帰郷 して農地相続を要求 したために,農地の分割方法を

めぐって合意ができず,とりあえず共同耕作にしているのである｡11) またNo.77のケース (事

例 C-4)では,農地の所有者である親が分与方法を決定 していないため,その農地を経営 して

いる子供は (No.77に同居),すでに世帯分けした孫 (No.327)へ分与するわけにもいかず,こ

の2世帯での共同耕作をおこなっている｡

一度農地を分与 してしまうと,たとえ所有権を与えていなくても,耕作者から農地を再び取

り上げて配分 し直すことには抵抗がともなう｡ そこで,分配方法のはっきりしない農地につい

10) 農地の共同所有者になっているSaaが重い病気になったので,Saaの生前に分割しようと考えた
のであろう｡農地分割のための測量時には,病気を押して田まで出てきたSaaが,杖をついて畦

に立ち,分割を見守った｡その後間もなく,Saaはこの世を去った｡

ll) この息子は健康上の理由から農業労働ができず,土地を受け取ってもそれを生産的に利用すると
は思えない｡にもかかわらず,所有権は確保しようとしている｡
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ては,とりあえず共同耕作にしておく,という判断がなされているようだ｡地価が上昇 し,農

地を所有すること自体が価値をもつようになった現在では,親がそれをどのように分割するか

が,子供たちの経済的基盤を決定する｡ それだけ農地分与をめぐる利害対立から,分与の保留

にともなう共同耕作が起こりやすい条件ができてきているといえよう｡

D.農地の不足のため分割方法を決定できない

農地の絶対面積が小さいので分けられない,ということを共同耕作の理由にあげたのは 1例

のみであった｡ この世帯は5ライの漕概田と6ライの畑地 しか持たず, 3人の娘に対する分与

方法を決めていない｡長女は結婚 して世帯分けしたので, この長女世帯 との共同耕作になって

いる｡ 親の世帯には次女とその夫が同居 しているから,労働力不足は考えにくい｡また,分与

の上で何 らかの利害対立があるのかも不明である｡

E. 農地の購入にともなう支払い義務の共同負担

このケースでは,最近農地を追加的に購入 したが,その支払いが済んでおらず,将来その農

地の一部を相続するであろう子供の世帯 と共同耕作 して,余剰を支払いに充てている｡親は,

もし子供に分与 してしまうと子供の世帯が支払いに協力するかどうか分からないと判断 し,共

同耕作をおこなっている｡ この類型にあてはまる二つのケースでは,それぞれもとの所有水田

面積が4ライ, 5ライと少なく,Dの事例と同様の問題を抱えていたため,追加購入に至った

のであろう｡

F. 収入面での近親の扶助

何 らかの事情で所得に不足をきたした近親世帯の扶助を,共同耕作形成の理由としてあげた

ケースがあった｡そのすべてが,数年続きの早魅がきっかけとなっていた｡すなわち,すでに

子供に分与 していた天水田が早魅のため収穫不能になったため,親やキョウダイが経営 してい

る別の農地 (例えば濯瀧田)で共同耕作させることにより,収穫の一部をとらせるのである｡

例えばF-2では,すでに天水田の分与を受けていた娘世帯 (2世帯)が早魅のため十分な収穫

を得 られなかったため,親が他の娘に分ける予定の港概田を共同耕作に供 している｡12) またこ

の姉妹の天水田は隣り合わせにあるが,早魅のため土地の低い部分 しか水がない状況になって

いた｡そこで水のある部分を使 って姉妹は共同耕作をおこない,収穫を分けあっている｡ただ

しこの天水田の共同耕作は,雨の十分に降った 1989年作ではおこなわれなかった｡

12) ただし, この世帯の場合,同居している娘の夫がっい最近まで中東に出稼ぎにいっていたり,忠

子がバンコクで働いているため,労働力不足という事情もある｡
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G. 世帯分けした子供世帯にまだ経営能力がない

この類型は子供夫婦が,世帯分け後間もないために,農地分与がまだ行われていないという

ものである｡ 子供の世帯に経営能力がないことを共同耕作の理由にあげた親もあった｡このタ

イプこそ,これまでの研究で指摘されてきたものであろうが,いずれもまもなく分割するとし

ており,極めて短期的,一時的な性格を持っているようである｡

以上に掲げた トン村世帯の共同耕作は,いずれも近親世帯の農業経営体としての再生産に何

らかの経済的困難が発生 したために形成されている｡ そのような経営経済上の問題をもたらし

た要因の中には, トン村をとりまく社会経済的条件の変化によるものがかなりあった｡

例えばAの 1から12のケースや Bのケースは,子供の労働力が農外に流出していたり,同

居に関する規範意識が変質 したことなどによって形成されたものである｡このような農外就業

機会は,工業化の進展によって,とりわけこの 20年はどの間に拡大 したのだった｡しかもそれ

はバンコクに集中し,主に未婚の 10-20歳代の労働力を大量に吸収 した [重富 1995]｡その結

果, トン村においても,基幹的農業労働力の供給体制に乱れが生 じる世帯が多く現れた｡

あるいはC,D,Eのケースでは,土地の希少性が高まったことから共同耕作が形成されてい

る｡土地の希少化は,人口増大の他に,市場向け農業生産が拡大 した結果もたらされたもので

ある｡すなわちトン村では 1960年代後半以降に,ケナフやキャッサバといった商品作物が急速

に普及 し,それが村周辺の末開墾地をはば消失させた [同上書 :183-185]｡

このように経済開発にともなう社会経済的条件の変化が,共同耕作の形成条件に影響を与え

ている事例は,合計 22ケースにのぼる｡その一方で,Aの 13から16までのケースや,F,Gな

どのように,経済開発による環境変化と直接関係なく引き起こされた共同耕作もあるが,その

数は 13ケースにとどまっている｡

トン村をとりまく新たな経済的条件は,近親世帯を共同耕作に結び付ける条件にも影響を及

ぼしている｡例えばA-6のケースでは,親はもし農地の経営権を子供に分け与えると,子供か

らの扶助を得 られないとすら感 じている｡これはやや極端な例としてち,Aや Eのケースに共

通するのは,親子の精神的紐帯に依拠するのみでは,子供からの協力は十分引き出せないとい

う意識である｡ 個別経済の私経済性を親族世帯全体の再生産に優先させる状況が,現れてきて

いることの反映であろう｡

一方,子供の世帯にとっては,農地の開墾による取得可能性が消失 し,地価が上昇 して購入

も容易ではなくなった状況がある｡また農外就業機会も, トン村に世帯をかまえる以上,低賃

金で不安定なものでしかない｡バンコクの就業機会も,長期的に安定 した雇用を保障するもの

でないことが多い｡1989年時点での トン村では,子供の世帯にとって農地の確保は,経済的再

生産を確保する上で未だ不可欠の条件であった｡子供としては,できるならば独立の経営権を
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得たいと思 っているが,親が分与 してくれない以上,親との共同耕作に参加せざるをえない｡

こうして,親は農地 という物的要素を挺子として,子供を共同耕作という協同組織に結び付け

ねばならないし,またそれが可能となったのである｡

Ⅲ 過去における共同耕作の発生状況と形成理由

前章では共同耕作の多 くが,現在の トン村をとりまく社会経済的条件に規定されて発生 して

いることを見た｡その社会経済的条件とは,過去 30年間の経済開発の過程で形成されてきたも

のである｡ とすれば,かっての共同耕作はその形成理由において,現在 とは異なった特色を

持っていたのではなかろうか｡ しかし,当時の記録は存在 しないので,村人からの聞き取りに

よって,農地の権利委譲がどのようになされていたかを検討する｡その際,なるべ く古い時代

の状況を知るために,1989年時点で 60歳以上の人を対象にして,聞き取り調査をおこなった｡

1989年の トン村の全戸調査で把握 した60歳以上の村人 126人のうち, わずかでも聞き取 り

ができたのは62人である｡事例の数を増やすため,調査では回答者のキョウダイも含めて共同

耕作の有無を聞いた｡したがって,直接の回答者は60歳以上でも,そのキョウダイの中にはよ

り若い人 もいるので,得 られた情報は,必ず しも30年前のものばかりとはいえない｡62人の回

答者のうちキョウダイ関係にある回答者の重複を除 くと,有効な回答の得 られたキョウダイは

50組で,キョウダイの人数は241人｡そのうち世帯分けをしたのは229人 (女性は97人)で

あった｡

さて世帯分けをした子供のうち,娘に限ってみると,97人中 9人 しか共同耕作を経験 してい

なかった｡逆に,世帯分けと同時に農地分与を受けたという者は49人確認できた｡13) このよう

に量的にみると,世帯分けに際 して少なくとも農地の利用権を分け与える場合の方が一般的で

あって,共同耕作という形態をとるのはむしろ少ないことがわかる｡

では共同耕作をおこなった世帯は,どのような事情からそのような経営対応をとったのであ

ろうか｡共同耕作をおこなったというキョウダイのいた全事例 (女子 9例,男子 2例)につい

て,その理由を整理すると次の3点になる｡一つは同居 していた子供夫婦が世帯を分ける時に,

別の子供夫婦が新たに同居せず,親の世帯で労働力不足が生 じたというもの (3ケース)｡第 2

は,親と同居 した子供ないしその配偶者が農業に従事 しなかったり,死亡するなどのため親の

世帯に労働力不足が生 じたというもの (7ケース)｡第 3は子供の世帯で労働力不足が生 じたも

の (1ケース)である｡

まず第 1の理由であるが,すでに結婚 ･同居 している子供と,次に結婚 して同居するはずの

13) 残りは,農地の分与が無かった者 ;12人,不明;27人であった｡
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子供との年齢が離れていたり,次の子供の結婚 ･同居が何 らかの理由で遅かったために形成さ

れた事例がこれにあたる｡

例えば,No.76のThongsai(61歳,以下年齢は1989年調査時のもの)の場合,す ぐ下の

キョウダイたちは3人続けて男であり,Thongsaiが 7年間同居のすえ世帯分けした時点で,

妹のKham (49歳)はまだ結婚 していなかった｡そのため耕作は親との共同を続けた｡その後

Khamが結婚 し親と同居 したが,Khamの配偶者は港親局で雇われていて,あまり農業に従事

しなかった｡ したがって親の世帯では労働力不足が続き,その間 Thongsaiは難との共同耕作

を続けた｡そして Khamの夫が港親局をやめた時点で,この共同耕作は解消されている｡他の

2ケースでも,世帯分けした子供の年齢と次に結婚 し同居すると期待された子供の年齢差が,

7歳,12歳と大きかった｡

かってこの村では,親と同居 している子供夫婦は,代わりに結婚 ･同居するキョウダイが現

れるまで,同居を続けることが規範とされていた｡実際,聞き取 った中でも,妹との年齢差が

大きかったり,妹の結婚が遅かったために 10年以上の長期にわたり結婚後の同居を続けた娘

が 12人いた｡これらのケースの場合,次に親と同居 した妹との年齢差は,最大 22歳,最小で

7歳であった｡またすぐ下の妹との間に弟が 2人以上あった例が 7ケースあった｡ したがって

このような規範意識は,共同耕作の発生を抑制する要素として働いたであろう｡ それでも何 ら

かの事情から同居を続けられなかったのが,上記の3ケースであろう｡

第 2の理由に該当する事例は,結婚 ･同居 した娘の夫が農業にあまり従事 しなかったり,死

亡などで労働力にならなかったというものである｡例えばNo.160のKong(63歳)は,妹

Wanの結婚で親の世帯から世帯分けした｡ところが Wanの夫は ｢やくざ者｣(nakleng)であ

り,農業に従事 しなかった｡そのためKongは,Wanの下の妹 Wanthongが結婚 し親と同居

するようになるまで,共同耕作を続けた｡Wanthongの方は2年同居 したが,その妹 Sam･

rongの結婚で世帯分けし,ただちに親から経営農地を与えられている｡

この他に,やはり娘の夫が ｢やくざ者｣であったり,マリファナ中毒であったという理由で,

親の世帯に労働力不足が起きた例が 2ケースあった｡また娘の夫が公務員であったため基幹的

農業労働力とならなかった例が 1ケースあった｡残 りの3ケースは,いずれも同居中の娘の夫

がいなくなったり,死亡 したというものである｡例えばNo.23のキョウダイでは,長女の Sim

が 10年以上親と同居 した後,妹のKhiaoの結婚と同時に世帯分け｡10ライ以上の農地を与え

られ,親とは別々の経営をおこなっていた｡ところがKhiaoは子供を 1人生んだ後死亡 し,そ

の夫は家から出てしまった｡そこで Sim は親の世帯と共同耕作を始めたのである｡数年後,

Khiaoの下のJoi(64歳)が結婚するとSim は共同耕作をやめている｡

以上の 2類型 (10ケース)はいずれも親の世帯で家族労働力の不足が発生 したものである

が,残 りの 1ケースは子供世帯での労働力不足が原因となっている｡No.125のHaem (62歳)
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が結婚 したとき,姉のLaaは世帯分けし,農地も親から受け取って独立の経営をおこなってい

た｡ところが,Laaが病気になりその世帯は労働力不足となった｡そこでHaem夫婦が同居す

る親の世帯は,Laaとの共同耕作をおこなった｡その後 Laaが死亡すると,その夫は再婚 して

他村に移住 したので,共同耕作を解消した｡

このように,トン村において30年ほど前に発生 していた共同耕作のいずれもが,親または子

供の世帯での労働力不足が原因であった｡このことから,ただちにかつての共同耕作は,前章

のAあるいはBタイプのみであったと結論するのは早計であろう｡早魅などの事態によって

緊急避難的に短期間の共同耕作があっても,このような短期的なものは記憶されていない可能

性があるからだ｡しかし少なくともかなりの長期にわたり,人々の記憶に留まるような共同耕

作は,おおよそ世帯内の労働力供給周期に何らかの乱れが生 じたことを主因として形成された

とみてよかろう｡

このような労働力供給の乱れのほとんどは,世帯分けする子供夫婦に代わって,新たな若年

労働力が供給されないことによって発生 している｡ しかし農外就業機会が限られていた時代

に,親の世帯に新たに加わる労働力が農外に流出したり,あるいは ｢やくざ者｣で農業労働を

忌避するといったことは,例外的なできごとと見た方がよかろう｡また当時は,代わりに結

婚 ･同居するキョウダイが現れるまでは,親との同居を続けるべきとする規範があった｡一方,

子供の世帯で労働力不足が起きた例は,聞き取りでは1例のみであったが,これは世帯分けし

た娘の病気という非常事態に対応したものであった｡ このように, 現在の60歳以上の村人の

キョウダイ達が経験 した共同耕作は,個々の世帯の家族構成や労働力の質,あるいは子の早世

などのアクシデントといった個別的事情によるものであった｡世帯分けした娘の大半が,共同

耕作を経験せず,即農地の利用権を与えられていたのは,むしろ当然といえよう｡

かつての共同耕作が,現在のそれと同様に子供世帯から親世帯への労働力供給を主たる目的

としているとしても,当時の農家が有した環境は,現在とは大きく異なっていた｡ トン村の場

令,先占 (chapchong)の余地は1950年代まで残っており,60歳以上の村民からの聞き取り

では,70歳以上,あるいは60歳代後半の村民の中に,林地の先占を経験 した人がいる｡60歳

代以下の世代の多くは,もはや先占可能地を持たなかったが,当時の地価は粗換算で見た場合,

現在よりもかなり安かったので,購入によって調達することも容易であった｡例えば 1989年時

60歳のPhaeng(女,No.81)は,結婚後 3年間親と同居 したが,世帯分けするとまもなく親が

農地を売却 してしまったため, 自分で農地を調達しなくてはならなかった｡そこで 1,200バー

ツで,水田 (一部はまだ林地であった)17ライを購入 した｡当時の籾.価格は1キロ当たり0.7

バーツ程度であったから, 1ライの土地価格と籾 100キロの価額がほぼ等 しかったことにな

る｡ところが 1989年時の水田価格は1ライ当たり天水田でも3万バーツほどであり,籾の時価

キロ3.4バーツで換算すると,約 8,800キロの籾に相当した｡ このように,現在と比較 したと
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き,土地へのアクセスははるかに容易であった｡また更に古い時代には,土地に余裕のある地

域への移住によって, トン村内での土地不足から逃れることも可能であったと思われる｡14)

このような土地条件のもとでは,親が子供世帯の労働力を引き出すために,親の所有地への

アクセスを強制力に使 う条件に乏 しい｡そのことは逆に,当時の共同耕作が親子間の精神的紐

帯に多く依拠 して協同組織を形成 していたことを想像させる｡1960年代の屋敷地共住集団を調

査 した水野が,調査村の社会組織を成 り立たせる原理を,｢個人的な繋がりに内在する情緒的な

連帯を基礎として協力と援助を交換｣[水野 1981:209]するものと結論づけたが, トン村にお

いても同様の状況があったと思われる｡

Ⅳ お わ り に

本稿では,東北や北タイにおいて存在が指摘されてきた近親世帯間の共同耕作について,そ

れがどのような理由から形成されるのかを,検討 してきた｡そこで明らかになったことは,共

同耕作が家族周期の中で慣行的に発生するのではなく,むしろ個々の農家の持っ経済的条件へ

の合理的対応として形成されるということである｡ それゆえに,共同耕作という形の協同を必

要とする世帯もあれば,経営受委託の形を初めからとるものもあった｡ではなぜ,家族周期の

特定の段階 (子供の世帯分け直後)に,共同耕作という形の協同が高い頻度で見 られるのだろ

うか｡

東北タイの家族周期においては,結婚 ･同居 している子供夫婦の世帯分けの際に,親の世帯

から労働力供給主体の放出がおこる｡とりわけ青年男子労働力は他の世帯員や雇用で代替 しに

くい労働力であるから,世帯分けに際 して代わりとなる家族労働力が供給されない場合,親の

経営は生産力を急激に減 じることになる｡ したがって,子供の世帯分け時に共同耕作が形成さ

れやすいのは,むしろ親の世帯の事情なのである｡15)

しかし本稿でみたように,現在 60歳以上の村人やそのキョウダイが自己の世帯を形成 した

頃には,青年労働力が農外に流出する機会は今と比べて少なく,また別の同居子が現れるまで

14) トン村について,人々の移住の歴史を量的に把握するデータを筆者は有していないが,トン村と
同じコンケン県内のドンデーン村 [武邑 1990:208-257], ドンボン村 [Lefferts1974:113-198]
の事例が参考になる｡

15) ｢はじめに｣で述べたように,これまでの研究では,子供世帯の経済的自立の援助が,この家族周
期段階で共同耕作がおきる理由とされてきた｡確かに,世帯分け後間もなくの子供世帯は,労働
力が増加せず,消費者のみ増加するから,鈴木栄太郎の言う ｢家族-人当たり生産力｣が低い段
階にあたる [鈴木 1968:283-286]｡逆に親の世帯は,青年男子労働力の供給が続いて確保できれ
ば,｢家族一人当たり生産力｣の高い段階を続けることができる｡したがって家族周期の中で生産
力の高い親世帯が,生産力の低い子供世帯を援助する,と理解されても不思議ではない｡しかし,

本稿で示したように,実際には子供の多くは,労働力供給を極端に低下させるような非常事態が
生じない限り,自己の労働力で経営管理をおこなってきていた｡
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同居を続けるという規範が比較的良 く守 られていたから,親の世帯での労働力供給の断絶が実

際におきる機会は,はるかに少なかったと見るべきであろう｡

このような社会経済的条件は,過去 30年余りの経済発展の過程で,大きく変容 した｡まず工

業化の進展で農外就業機会が増加 した｡特に青年層には, バ ンコクなど都市部での就業機会が

大きく開かれている｡その結果,農家の中には青年男子農業労働力を継続的に確保できないも

のが現れた｡

一方, トン村では人口増加により,すでに土地の希少性が高まっており,更に経済成長の影

響が地方へも波及 したことで,土地の資産的価値は近年とみに上昇 している｡農外就業機会は

増加 したといっても,農業所得なしで安定的,長期的に農家経済を再生産できる状況にはな

かったから,農地の生産的利用に対する需要は高い｡このような状況変化によって,土地の分

割をめぐって対立が起きるケースすら現れた｡

このように,経済成長にともなって,農家の労働力や土地といった生産要素に対 しても,市

場経済が浸透 してきたのだが,本稿で示したように,それは共同耕作という近親間の協同を破

壊するどころか,むしろ形成を促進する条件を作 り出している｡

また,形の上では同じ共同耕作であっても,そこに参加する近親の意識には変化が見られる｡

個別世帯が何 らかの経営経済的問題に直面 したときに,共同耕作という形をとって協同組織を

作るのは,近親世帯の経済的再生産を全体として確保すべきという規範が,存在 しているから

であろう｡このような規範は現在においても観察することができる｡ 実際,早魅に見舞われた

近親世帯を援助するために共同耕作を形成 したケースのように,個別世帯として経済的損失と

なるにもかかわらず共同耕作をおこなうものが存在 していた｡

しかし,新たな社会経済的条件のもとでは,共同耕作の多くが,個別世帯としての私経済的

利益増大を直接的動機として形成されている｡ すなわち親の世帯は,個別世帯としての労働力

確保,子供の世帯は土地-のアクセスの確保,という私経済的目標のために共同耕作という対

応をとっていた｡その結果,協同組織を形成するためには,近親間の精神的紐帯にのみ依拠す

ることができず,土地 (ないし土地用益)という物的誘因を用いなければならなくなっている｡

以上のように, トン村における経済環境の変化は,むしろ共同耕作の形成条件を作り出す方

向で作用 していたが,一方で人々を結びっけている要素には,利己的な側面が強まってきてい

る｡それは村人の意識のなかにある親族間協同の意欲が崩れていく変化である｡ 現在の トン村

における共同耕作は,このような二つの相反する作用をもたらす諸条件のもとで,成立 してい

るのである｡16)

16) このことは,条件変化によっては現在ある共同耕作も別の形の協同に転化 したり,協同ですらな

くなる可能性があることを意味する｡ 例えばアナンは, 北タイ, チェンマイ盆地の調査村におい

て, 農地の希少化が進むにつれて, まず親族間での共同耕作がおこり, 次に親族間の刈分小作- /
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するのではなかろうか｡
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重富 :東北タイにおける共同耕作の形成原理

付表 トン村の共同耕作事例に関する基礎データ (1989年 3月時点の共同耕作事例)

表の見方 :1段目 :親ないし共同耕作地を所有している世帯のデータ.

2段目 :子供ないし共同耕作地を所有 していない世帯のデータ｡
3段目 :共同耕作をする理由 (記述なきものは本文参照)｡

記号の意味 :

[続 き 柄] 1)H:親世帯の夫,W:Hの妻,S:息子,SW:息子の妻,D:娘,DH:娘の夫,GS:蘇 (男子),

GD:蘇 (女子),GDH:GDの夫,GSW:GSの妻,GGS:曾孫 (男子),GGD:曾孫 (女子),
WY:W のキョウダイ,WYH:WYの夫,WYS:WYの息子,WM:W の母,SWM:SW の

母 (続き柄は, 1段目の世帯の夫婦を基準として示した)

2)アルファベットの右上の数字は年齢｡括弧に入っている場合は,農外就業者を表す｡

[経営面積] 1)R:天水田,K:港親日の表作,D:港概田の裏作,U:柵地｡

2)アルファベットの次の数字は,経営面積 (ライ)0

3)末尾の*は,その土地が共同耕作されていることを示す｡

[そ の 他] `̀?"はデータ不明｡

事例番号 世帯番号 家族構成員の続き柄と年齢,就業状況 部門別経営面積 (菜園,養魚池を除く)

A-1 10 H67W67GS23 R6㌔K3',D3.,Ul5119/1 DH42D41GD18GD11GD4 R6書,K3書,D3*

256 S37sw37GS15GS7 R6',R5,K3',D3'

A-2 132 H50W53wM86D19Dl6 R21',KlO',Ul4',DlO'
261 DH33D23GDl R21㌔KlO',Ul4',DlO'

A-3 116 H52W50S25D23S21sl9D17 K36書,D30
252 S29sw28GS8GS7 K36暮,D6

A-4 160 H64W6ls30(S24)D23 Kl3',U24㌔Dl3'
264 DH31D30GS?GS? Kl3',U24',Dl3'

A-5 86 H68W59(D24)S20 R10',K4,Kll',Dll'
266 DH34D34S3 R10+,Kl1㌔Dll '

A-6 25 H66S26sw23GS13 R27書,K3,U4224 DH4lD38GSl7GS15 R27書,K5,U10

25/1 S34sw 33GS9GD1 R27',U12

A-7 155 H68W56(D30)(S25)(S22)GS9GS3 Rl5',K10',U45',DlO'

265/1 DH28D25GS9GD7 Rl5',U45'

250 DH37D35GDllGS8 Rl5',K10',U6,DlO'

未婚の息子はそれぞれ海外,バンコクに出稼きo娘のうち, 2人は夫の親と同居oそのた

め親の世帯に若年男子労働力なしoまたNo.250の世帯は商業に従事するため労働力不
足oそこで3年前に世帯分けしたNo.265′1も加えて共同耕作をおこなう○

A-8 72/1 H60W61(D26)(D17) K18書,D18*

439 DH34D28GD7GS5 K18+,D18'

末娘はバンコクへ出稼ぎ,その上の娘はコンケン市で教師をするo そのためNo.439の世帯分けで親の世帯に労働力不足がおきたo

A-9 140 W76(S28)GD19 K10書,D10*

219 DH47D45GS21GD19(GD15) RlO,K10㌔ DlO'

No.219は親が死ぬまで同居するものと期待されていたが,小店舗を経営するため通り沿

いに家を建てて世帯を分けてしまったo No.140の息子は近在の工場勤務のため農業せ
ずoNo.219は娘を親と同居させ,身の周りの世話をさせている○ この孫娘は調査後まも

なく結婚したが,その夫も工場勤務のため農業労働力として期待できないo

A-10 48/1 H54W54D26D23D22D18 K6',D6'231 DH35D30GSllGS8GD6 K6.,D6'
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事例番号 世帯番号 家族構成員の続き柄と年齢,就業状況 部門別経営面積 (菜園,養魚池を除く)

A-ll 他村 ? ?55′6 S38sw 34GS13GDllGS7 R31',K2

親の家の子どもはみな他出してしまい,労働力不足o

A-12 111 H84W78 KlO+,DlO'152 S37sw 30GS15GS13GS11GD3 K10',DlO+,K4,U25

子供が親と同居 したがらないo

A-13 102 H79W77D54D41GS18(GD15) R39事,U27161 DH61D60GD23 R39',UlO

親と同居 していた娘の夫死亡で,親の家に労働力不足がおきたoそこで農地の相続を済ま

せたNo.161との共同耕作を開始 したo天水田39ライ中,15ライはNo.161の所有地o

A-14 121 H70W65D38GD14GS8GS2 Kl8㌔Dl4,Rl6315 S24sw 23GD2GDl Kl8',D4

親と同居 していた娘の夫死亡のため,親の世帯に労働力不足発生o

A-15 150 H55W56D28D26S22sl5 R26㌔K3',D3'
243 DH38GD12 R26',K3',D3'

次女,三女ともに結婚後数年で離婚022歳の息子は農業をあまりやらないoそのため親
の世帯で労働力不足がおきたo No.243の娘は死亡 したが, その夫が親の家と共同耕作を
続けるo

A-16 81 H65W60DH29D24S18GDl R12書,U5266 DH34D33 Rl2+,K2,U5

親と同居 している娘が子供の養育のため労働力とならなかったo

B-1 74/2 H52W49DH23S22D20sl8sl5GS3 Rll',Rl5,K4',D4'145 (DH27)D28GS5 Rll',K4',D4'
世帯分けした娘の夫はコンケン市で勤務oそのため娘の世帯で男子農業労働力が不足 して
いるo

B-2 135 H51W48DH30D27(S19)GD3 R17',K20',D14,U19'253 DH33D25GS5GS3 Rl7',K20',D6,U19'

No.253の夫はごく最近まで他県に出稼ぎに出ていたため,この世帯が労働力不足であっ
たo

B-3 3 W73DH32D30GS7GS2 R9',U33′2 DH52D44GD20 R9',U3

長女の世帯は小売店を営むため農業労働力が不足 している○

C-1 52 H65W64D22DH28(S25)GS6 R21',Ul575 DH44D41(GD19)(GS17)GS14 R21',K3,U3
234 DH45D34(sl5)slO R21+,Kl2,U3

C-2 137 W94D60S50GGD8 R24■
139 S47sw42swM76(GD22)GS18GD15 R24事,K7,U5
196 S43sw46(GD24)GS22GS17 R24書,K5
314 GDH33GD27GGD3GGS2 R24*,K4
71/1 D53GS28GSW32(GS22)GGS10GGD4 R24+,K5

C-3 91 W78S55D34 R40+91/1 S46sw 46DH29D22S19 R40.
305 GS27GSW24GGD6GGS2 R408,D2

C-4 77 H52W50wM80D20D14D12 Rl4',K2,U4
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重富 :東北タイにおける共同耕作の形成原理

事例番号 世帯番号 家族構成員の続き柄と年齢,就業状況 部門別経営面構 (菜園,養魚池を除く)

D-1 143/1 H62W59D22DH25D22 R6,K5',D58
76/3 DH29D24GS9GS3 K5',D5'

E-1 71/2 H49W45D24D20D17 K9',D3.5,U383/3 DH30D25GS9GS5 K9',Dl.5

昨年, 5ライの港概田を親が購入○その支払いを済ませるため共同耕作o

E-2 192 H50W49DH28D21D17 Kll',Dll',K8265 DH30D25GD5 Kll',Dll'

親が3年前に6ライの水田を購入○その支払いを済ませるため共同耕作o

ど-1 104/1 H37W33sl6D12 R6,K26',Dll
267 (WYH33) wY30wYs3 R6,K26',D2

No.267には天水田しかなく,早魅の被害が大きいoそのため姉 (No.104/1)が所有地
を妹との共同耕作にすることで,妹の家計補助にしているoなお,妹の夫は海外出稼ぎの
ため労働力の点でも不足ありo

F-2 51 H69W62DH29D26D22GSl K18',Dl2,U24324 DH42D38GD12GD7 R9',Kl8㌔D3,U5
73/1 DH37D36(GD17)GS16GS14 R9㌔Kl8',D3,U3

F-3 65 W55S25D22(sl7) Rl7,R5'304 DH37D32GS9GS7GSl R5事,U16

一度,農地の分与をしたが,早魅で作付可能面積が減少 したため,共同耕作にしている○

F-4 20 H77W74D40DH32(GS15)GS10GS5 R40暮,U7428 DH32D30GS8GS7GD3 R40*

6年前に分与 したが,早魅で作付可能面積が少なくなり,共同耕作を始めたo

G-1 23 W63(D25)D25DH?GD13 K68,D6'321 DH28D26GD5GD2 K6',D6'

昨年世帯分けしたばかりo まもなく土地を分ける予定o

G-2 162 H64W57D27DH26S21D18sl6GD14 R31+,UlO401 DH27D24GS3 R31',R4

昨年世帯分けしたばかりoまもなく土地を分ける予定o

G-3 148 H54W51S27DH26D25S17 R24',K6',D3,U10'414 DH28D25GS2 R24書,K6書,D3,U10*

昨年末に世帯分けしたばかりo まもなく土地を分ける予定o

G-4 76 H60W61S24D20S17 K16■76/2 DH36D35GD12 K16暮,D3,U6

娘は最近再婚して世帯分けしたばかり○まもなく土地を分ける予定○

G-5 95 H5lw47wM100S23D23D17GSO Kl6',K3,Dl6+257 DH29D25GS6GS4 K16',K6,U9,Dl6'

昨年世帯分けしたばかり○親によれば ｢まだ若いので共同耕作にしている｣○

H-1 144 H66W63S30sw30(D31)GS5 K8書,D8,U1442 DH40D39GS14GDl1 K8*

出所)筆者調査｡

注)世帯番号300番以上は,筆者が付したもの｡
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